
1 

 

富山県成長戦略カンファレンス「しあわせる。富山」開催等業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この実施要領は、富山県の成長戦略に賛同する方々が県内外から集うカンファレンスの開

催等の業務を委託する事業者を選定するために行う公募型プロポーザルに関し、必要な事項

を定めるものです。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務名 

富山県成長戦略カンファレンス「しあわせる。富山」開催等業務 

（２） 業務内容 

別紙業務委託仕様書のとおり。 

（３）委託期間 

契約締結日から令和７年３月 31日（月）まで 

（４）委託上限額 

21,310,000円以内（消費税及び地方消費税額を含む） 

※ 上記上限額とは別に、契約手続きにおいて予定価格を設定します。  

※ 受託者による働きかけを通じて、本事業を使途とした企業版ふるさと納税による寄

付があった場合は、上記上限額とは別に、当該寄付金額に応じて、委託費として最大

1,150,000円（事業費1,000,000円及び寄付募集に伴う経費150,000円）を支払いま

す。（詳細については、仕様書「６民間資金の活用について」を参照してくださ

い。） 

 

３ プロポーザル参加資格要件 

本プロポーザルに参加できるものは、次に掲げる全ての項目を満たしている単独企業又は

複数の企業で構成する共同企業体とします。 

（１）単独企業 

① 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審  

査を受けた者であって、企画提案書提出期限までに富山県会計規則（昭和 62年富山

県規則第 17号）第 86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されて

いるものであること 

② 優れた企画制作能力を有し、提案内容を確実に遂行できる体制であること 

③ プロポーザルへの参加に必要な諸手続きに遺漏がないこと 

④ 宗教団体や政治活動を主たる活動の目的としていないこと 

⑤ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないものであること 

⑥ 国税及び地方税を滞納していないこと 

⑦ 会社更生法の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法の規定による再生手

続き開始の申立てがなされている者でないこと 
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⑧ 次のいずれにも該当しないこと 

ア 役員等（参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時委託業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認

められること 

イ 暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められること 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加     

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められること 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直

接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られること 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られること 

カ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している

こと 

（２）共同企業体 

① 各構成員が（１）①～⑧に掲げる全ての項目を満たしている者であること 

② 共同企業体が、２つ以上の者により自主的に結成されたものであること 

③ 構成員の出資比率が異なる場合は、出資比率の大きい者が代表者であること 

④ 各構成員が、本プロポーザルに参加する単独企業又は他の共同企業体の構成員ではな

いこと 

⑤ 次の事項を定めた共同企業体に係る協定書（以下「協定書」という。）を締結してい 

ること又は当該業務委託契約の締結の日までに協定書の締結を予定していること 

ア 目的 

イ 共同企業体の名称 

ウ 構成員の名称及び所在地 

エ 代表者の名称 

オ 代表者の権限 

カ 出資を伴う場合の構成員の出資比率 

キ 構成員の責任 

ク 業務履行中における構成員の脱退に対する措置 

ケ 業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置 

コ 解散後の瑕疵担保責任 

サ 取引金融機関 

シ その他必要な事項 
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４ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルについて質問がある場合は、質問票（様式第３号）により提出してくださ

い。電話及び口頭による質問は受け付けません。 

（１）提出先  富山県知事政策局成長戦略室戦略企画課（連絡先は、「12」を参照） 

（２）提出方法 電子メール（電話で到達確認をしてください。） 

       E-mail： aseichosenryaku@pref.toyama.lg.jp 

（３）質問受付期限 令和６年４月５日（金）17時まで 

（４）回答 質問に対する回答は、令和６年４月９日（火）までに、富山県のホームページ

「公募型プロポーザルページ」に掲載します。 

（５）その他 以下の質問については、受け付けません。 

・評価基準の配点に関する質問 

・他の応募者に関する質問 

・審査員に関する質問 

・その他、プロポーザルに参加するものとして適切でない質問 

 

５ プロポーザル参加申込手続 

本プロポーザルへの参加を希望される方は、下記により必要書類を提出してください。 

（１） 提出書類 業務委託に係る公募型プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

（２） 提出期限 令和６年４月 10日（水）17時（必着） 

（３） 提 出 先 富山県知事政策局成長戦略室戦略企画課（連絡先は、「12」を参照） 

（４） 提出方法 電子メール（電話で到達確認をしてください。） 

       E-mail： aseichosenryaku@pref.toyama.lg.jp 

（５） そ の 他 事情により参加を辞退する場合は、４月 12日（金）17時までに 

辞退届（様式任意）を提出してください。  

 

６ 企画提案書等の提出  

企画提案書は下記書類を電子メールにて提出してください。なお、必要に応じて追加資料

を提出いただくこともあります。  

（１） 提出書類 

①企画提案書（任意様式、様式第２号添付） 

別紙仕様書を参照の上、下記のとおり業務の具体的な実施案を提案してください。 

  （下記項目の順番が前後しても構いません。また、複数項目を併せて提案しても    

構いません。） 

・企画提案コンセプト 

・事業の対象とするターゲット 

・メインテーマ 

・プログラム日程 

・基調講演などメインの出演者 
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・ターゲットへの訴求と行動変容を図るための広報の方法と来場誘致計画 

・効果的な業務とするための提案 

ア 成長戦略のビジョンと戦略を発信し、県内外の共感の輪を広げるための提案 

イ 多様な人材の連携を創出し、新たなプロジェクトを組成するための提案 

 ウ 出演者や参加者に、地域のウェルビーイングの基盤を体感・発信してもらう  

ための提案 など 

・民間資金の活用方法 

・WEBサイトによる効果的な情報発信方法 

・業務の実施スケジュール 

・その他、別紙「仕様書」を踏まえた企画の内容 

② 委託業務実施体制 

・会社の業務概要（様式第２号）  

・同種又は類似業務の受託実績 

・責任者氏名及び職務経歴、人員配置と具体的な役割分担・実施体制（社外協力企業

等を含む）  

③ 概算見積書（様式任意）  

・仕様書に記載されている業務を行うために必要な経費を算出し、積算の内訳がわか

る見積書を作成してください。 

・プロポーザル参加者が、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、算出した額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した

額を記載してください。（円未満切捨て） 

・なお、WEBサイトについて、次年度以降に発生が見込まれる保守管理・改修（年２回）

に係る経費見積書についても、別途提出してください。 

④ その他参考となる書類  

・会社概要又は会社概要パンフレット 

他の企業と共同で事業を実施する場合は、当該企業の会社概要も提出してください。 

（２） 提出期限 令和６年４月 19日（金）17時（必着） 

（３） 提 出 先 富山県知事政策局成長戦略室戦略企画課（連絡先は、「12」を参照） 

（４） 提出方法 電子メール（電話で到達確認をしてください。） 

      E-mail： aseichosenryaku@pref.toyama.lg.jp 

（５） 経費負担 企画提案書の作成等の応募に要する一切の経費は事業者負担とします。 

（６） その他  

・提案は、参加業者１者につき１案とします。  

・次に掲げる場合については提案を無効とします。  

ア 所定の日時までに所定の提出先に提出すべき書類を提出しなかった場合  

イ 本プロポーザルに関する条件、あらかじめ指示した事項等に違反した場合  

・プロポーザルへの参加、企画提案に要する全ての費用は参加者負担となります。  

・委託料には、受託者の旅費、資料の郵送費等の一切の付帯費用を含むものとします。  

・受託者は、受託業務を実施するにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自



5 

 

己の利益のために利用することはできません。また、委託業務終了後も同様としま

す。（受託業務における個人情報の取扱いについて、別記１および別記２を確認して

ください。） 

・事業の趣旨に沿った効果的な提案であれば、仕様書に記載の無い事項についても、新

たな提案を妨げるものではありません。  

・業務の実施にあたり、第三者（県及び受託者以外のもの）が権利を有する素材を用い

る場合は、著作権処理など利用に必要な措置を講じてください。  

・委託業務により作成した成果物及び当該成果物に係る著作権は、県に帰属するものと

します。  

 

７ 企画提案書の取り扱いについて 

提出いただいた提案書は、下記により取り扱います。 

（１）提案書等の著作権は提案者に帰属し、県は次の（２）のただし書き及び（３）の場合、

提案書等を無償で使用する権利を持つものとします。 

（２）提案書等は、本業務委託業者の選定以外に提案者に無断で使用しないものとします。

ただし 、委託業者として選定された提案者の提案書等については、委託業者選定後、一

定期間、ホームページ等での公表に使用することがあります。 

（３）提案書等は、委託業者の選定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成す

ることがあります。 

（４）提案書の内容について提案者にヒアリングを実施する場合があります。なお、ヒアリ

ングに要する費用については、提案者の負担とします。 

（５）委託業務の事項及び業務の進め方等についての詳細については、適宜、県との協議を

重ねながら決定していきます。 

（６）提出した企画提案書を県に無断で他の事業等へ転用することはできません。 

 

８ 審査方法等について 

（１）審査方法 

企画提案書による書面審査及びオンラインプレゼンテーションにより、契約候補者を選

定します。 

①日時・場所 

令和６年４月 22日（月）以降に、オンラインプレゼンテーションによる審査を予定し

ており、日時、場所等は、参加者数等に応じて調整した上で、後日、個別に連絡します。 

  ②実施方法 

  ・プレゼンテーションの所要時間は、１参加者あたり 50分以内とします。 

（説明 30分、質疑応答等 20分） 

 ・各参加者のプレゼンテーションの順番は、参加申込書の提出順とします。 

 ・プレゼンテーションへの出席人数は、最大３名までとします。 

 ・参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴することはできません。 

 ・指定の時間に遅れた場合は、審査対象としません。 
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（２）審査基準 

別紙「審査基準」のとおり 

（３）契約候補者の選定 

・各審査員の評価点を合計し、最も高い点数を獲得した者を、契約候補者として選定しま

す。（最も高い点数を獲得した者が複数いる場合は、当該者の中から、くじ引きで契約候

補者を選定します。） 

・参加者が１者の場合は、各審査員の評価点の合計が、満点の６割以上の場合にのみ、  

契約候補者として選定します。 

（４）審査結果通知 

選定の有無に関わらず、後日審査結果を書面で通知し、契約候補者の名称等を県のホー

ムページ（「公募型プロポーザル」ページ）で公表します。なお、審査結果に関する質問に

ついては回答しません。 

（５）失格要件 

次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

① 本実施要領（仕様書及びこれに附属する書類を含む。）に記載された条件に適合しない

場合 

② プロポーザル参加の要件を満たしていない場合 

③ 提出書類に虚偽又は不正があった場合 

④ 他の参加者と企画提案の内容又はその意思について相談を行ったことが判明した場合 

⑤ 複数の提案書を提出した場合 

⑥ 審査員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めるなど、評価の公平性に影響

を与える行為があった場合 

⑦ この他本実施要領に違反する行為があった場合 

 

９ 契約手続き等 

選定された契約候補者と仕様書の内容を別途協議の上、契約を締結します。 

契約候補者が必要な契約条件に合致しない場合は、次点の者と契約締結について協議しま

す。 

 

10 その他 

（１）受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。た

だし、業務の一部については、受託者があらかじめ県と協議し、県が承認した場合に限

り第三者へ委託、又は請け負わせることができます。 

（２） 委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、富山県の指示に従ってください。 

（３） 委託期間中において委託業務の中間報告を求めたときは、速やかに報告してください。 

（４）今後、新型コロナウイルスの感染状況により、業務内容の縮小などの見直しが生ずる

場合があるので、あらかじめ留意してください。 

（５）当事業は、国の交付金を活用するため、業務完了後に会計検査等への対応が生じる場

合があるので、あらかじめ留意して下さい。 
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11 今後のスケジュール  

令和６年４月５日(金)17時   質問書提出期限 

令和６年４月10日(水)17時   参加申込書提出期限 

令和６年４月19日(金)17時   企画提案書等提出期限  

令和６年４月22日(月)以降(予定) プレゼンテーション  

令和６年４月22日(月)以降(予定)  審査結果の通知、契約候補者の決定  

 

12 提出・問い合わせ先  

〒930-8501 富山市新総曲輪１－７  

富山県知事政策局成長戦略室戦略企画課（担 当：松下、赤川） 

受付時間は、８時 30分から 12時、13時から 17時 15分まで（土日・祝日を除く。） 

T E L ： 076-444-8916（直通） 

F A X ： 076-444-3473 

E-mail： aseichosenryaku@pref.toyama.lg.jp 


